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          受益者負担：地域特定財源の経済的背景 

                           法政大学 今橋 

 １．受益者負担原則 

 

 課税における最古の原則のひとつとして、公共財の供給は市場における交換ベースによ

って行われえない、ということがある。公共交通の集合的便益に関し人々や組織に負担を

求めるため、きわめて多数の地域特定財源が考え出されてきた。これは、公共交通投資が

行われる場所や関係する就業者への地域的な課金につながり得る。Whelan（2003）は、ロ

ンドンにおける可能な資金調達機構を洗い出し、多数の受益者による地域特定財源の支払

いを見出した。この研究は受益者負担原則に基礎を置いているものの、本書において別の

カテゴリーに分類するものも含まれている（道路料金、売上税、賭博税など）。 

 この章では、受益者負担の考えから発展した地域特定財源の多くの例を取り上げている。

これらには雇用、資産、不動産価値、開発業者に関する地域特定財源も含んでいる。この

中で、最後にあげた開発業者については、交通で生じる影響についての補填的課金という

点でもっとも一般的な例といえる。 

 公共財の供給に対する課税は理論的解釈としてよく確立されており、受益者負担原則に

基づく地域特定財源は広く理解され、一般に受け入れられやすい。ただし、特定の税目が

受容されるかどうかは別の問題である。例えば、所得税をどの程度の割合にすべきかとい

う点に議論が集中している一方で、そのシステムをどのように代替するかに対し、あまり

注目されない。よって、受益者負担制度は、市民の受容を得、法的問題が乗り越えられれ

ば、政策立案者にとって魅力的なものである。 

 しかし、第 2 章でも述べたが、公共交通に対して支払う受益者負担は、整った公共交通

をもつ地域内の雇用者、資産所有者、開発業者に課税されるという点で、実行上の問題を

伴う。すなわち、企業、住民、開発業者が、公共交通がないが付加的な税負担もないとい

う場所に移るという望ましくない結果をもたらすリスクがある。にもかかわらず、受益者

が負担する地域特定財源の理論的根拠は、公共交通の改良は地域の経済活動の水準を上げ

るということであり、経済的なものである。 

 この章では、地方で適用された受益者への課税と課金が、地方の公共交通施設の費用負

担に供された多くの例を報告している。すべてにおいて、３つのちがった公共交通費用調

達の受益者制度が見受けられる。すなわち、雇用、資産、開発業者への課税である。 

 

 ２．雇用税 

 国レべル（多くの国では地域、州レベル）での一般歳入徴収のために、雇用税（すなわ

ち所得税）を広く用いているにもかかわらず、雇用税からの資金が公共交通の財源として

特定化される例は比較的稀である。特定化される場合、地方所得税（住民税）が対象にな

ることはほとんどない。地域特定財源は被雇用者というより雇用者に課せられている。こ

れは、公共交通サービスの改良から生じる雇用者の利益を反映していることを表し、特定

地域財源は普通、企業の給料総額を基にしている。 

 ほとんどの地方所得税は均一税率で、個人が所得に応じて所得税を納めるのと同様に、

水平的公平がめざされている。しかし、税率が地域によっては異なるわけなので、不平等

は発生している。都市中心部で地方所得税がほかより高い場合、これは郊外居住を促すこ

とになる。もし、給料総額税が採用されるなら、つまり税金が居住場所というより就業場

所での給料総額に基づいて課される所では、そのような問題は緩和されるであろう。しか

し、勤務先の課税対象地区の外側に住む通勤者は、課税反対の声をあげることができない

ために、雇用税は議論の余地がありそうである。 

 雇用税はまた、公共交通が供されていない郊外への企業移転を促し、被雇用者や訪問者

の自動車利用を増加させかねない。 

 雇用税は、経済状況に左右される、販売や燃料に課せられる特定地方財源のような、消

費税と同様に不安定なものといえる。典型的に税収が最も必要な時である、不況時に収入

は減少する。 

 このセクションでは、オーストリア、フランス、アメリカで、雇用税がどのように用い

られているかを検証する。アメリカで、大学キャンパスへの公共交通アクセスを改良する

ための費用調達のため学生負担金を担保にしたという、実例の簡単な報告もある。 

 

 ３．Dienstgeberabgabe 雇用税 Vienna オーストリア 

 おそらく雇用税で最も知られる例はいわゆるフランスの le Versement 交通雇用税だが、

実際には先行例として Viennaの Dienstgeberabgabeがある。ウイ－ンでは 1970年 1月に

初めて導入され、都市の地下鉄建設の資金に充当された。 

 都市において 10人以上雇っている雇用者は、翌月の１５日までに被雇用者１人につき 1．

12 シリングを納め、翌年の支払額を３月３１日までに申告しなければならない。雇用者は

市役所の口座に資金を振り込み、パートで雇い入れている場合、その週分全額を支払わな

ければならない。対象外の従業員は、公務員（政府、電気、公共交通、電話、郵便等）、55

歳以上の従業員、見習、障害者付き添い者、軍徴用者、慈善団体、無給休暇対象者（妊婦）、

労働時間が週に 10時間以下の従業員、ケアテイカー である。 

 従業員の大幅な配置転換がある企業では、雇用者は市と行政上の手続きを簡素化する協

定を結ぶこともできる。法律に違反すると、最低 440シリングの罰金であるが悪質な場合、

2万 2000シリングの罰金または６週間の禁固。全体で、年間約 2150 万シリングの税収が

実現し、これは年間 2 億 1900 万シリングという建設費用総額の１０％をカバーしている。

課税の実施に関して、大きな問題は報告されていないものの、このような課税はオースト

リアにある他の都市では実施されていない。 

 

 



Le Versement 交通 雇用税 フランス 

 最も確立し広く使われている地域特定財源の一つが、フランスの Le Versement 交通

雇用税である。1971 年、パリで初めて賦課され、交通税は今や 10 万人以上の人口を持つ

都市部と、2 万人から 10 万人という人口を有する都市の 80％で徴収されている（Farrel 

1999a）。 

 税金は、就労場所を特定された都市交通圏内に有し、10 人以上を雇用する雇用者に課さ

れる。税金が還付される雇用者は、労働者に対する居宅提供や、被雇用者全員または一部

で共同使用できる交通手段の提供を行使できる者である。公務員の交通税は非課税である。

（1973年７月１１日、法７３－６４０、1985年１月２日、法８－５２）ニュータウンの集

合都市またはある商工業地区内の職員を雇用している雇用者も同様となる。 

交通税は、雇用者の支払う給料総額の大きさに応じて課され、社会保障に対し URSSAF

（ the Union pour le Recourvrement de la Securite Sociale et des Allocations 

Familales または社会保障費支給団体）に 課される限度額を限度に支払われる。支払

給料総額ごとに、州の指示された限度基準に基づき地方当局が決定した最高税率がある。

地方の交通局は、交通税が公共交通のからみで使われなければならないことを留意しな

がら、使途を決定している。付け加えると、パリ地区では、雇用者は 1983年以来、Carte 

Oranges 定期券費用の半額負担を課されている。 

 当局の４分の３は、交通税を最高率で課している。これらは（賃金に対するパーセン

テージで示すと）、イルドフランス：中心部 2．2％、内縁部 1．6％、外縁部 1．3％、10

万人以上の州都市 軌道式交通機関のある場合 1．７５％、その他 1．0％、10万人未満

都市、0．55％ となる。交通税は公共交通における投資資本を賄い、サービスの拡充や

改善、料金の補助に使われることになっている。 

 1960年代、経済成長を実現する過程で、交通渋滞が深刻な問題になり公共交通の財政

的必要が緊急の課題となった。このため地方政界において、交通税が取り上げられた。

結果として、追加歳入、警察罰金（排気ガス汚染、または違反者は 4 章で挙げた特定地

域財源を負担する）、雇用者からの徴収をふやすことなどの必要が請願され、新しい基金

を設立するため、1971年７月１２日に財政法７１－５５９が法制化された。 

 このように、交通税の徴収は 1971年、パリにはじまり、1973年には他の人口 30万人

以上の都市で、1974年は 10万人、1982年は 3万人、1992年は 2万人以上の都市で導

入された。もともと、交通税の目的は、料金を下げることで通勤者の公共交通での移動

を促進することであった。結果としての収入の不足は、当初、雇用者への課税で補填さ

れていた。しかし、1982年８月４日の法律により、公共交通財政における雇用者の参加

に関連して、課金は一般的な料金の補助にも使われてよいものとされた。 

 交通税は公共交通投資に、かなりの財源を提供している。例えば、パリの地下鉄の近

代化、リール, リヨン、マルセイユにおける地下鉄の建設、さらにいくつかの新しいト

ラムシステムを可能にした。1998 年、パリで交通税は７億 1000 万フランに達し、キャ

ッシュフローの 24％にあたる。このうち、3 分の 1 は減価償却にあてられ、残りは料金

の補助になっている。運営費用に関し、料金（Carte Orange への雇用者料金補助を含

む、14億フラン）、直接公共補助（5800万フラン）、商業活動（2400万フラン）、特別許

可料金（9000万フラン）という使途である。しかし、問題はある。1980年代半ばから、

交通税の算出方法や失業者の増大が問題となる中で、いくつかの企業はパリと外縁部で

の税率の違いにより流出し、交通税は財源としての規模を縮小しつつある。 

 こうように、交通税が、地方当局に近代化や拡充を強く促した一方、中間時での適切

な評価を受けず、安易な財政出動を伴うユートピア状態で維持されるのは不可能である。

とりわけ、その費用は、歳入をスローダウンさせる失業者の増加により影響を受けてき

ている。収入により補填される支出割合の急激な減少は不安材料であり、規制緩和によ

り、税収入すべてを、投資ではなく運営費用にまわすことになるというリスクもある。

現状において､交通税は開発を左右する役割さえ演じているが、歳入をふやす手段が見つ

からなければ、交通税はこれ以上、大規模建設に資金を提供できないように思われる。

注目すべきは、イルドフランスにおける交通担当者が今、交通税を補うように他の方策

（たとえば就労場所での駐車課税）の採用を模索していることである。 

 

 ポートランドとユージンにおける雇用者税、 

 フランスの Le Versementより以前から、直接的な雇用税としての地方特定財源の例

が、ポートランドで提供されている。30 年以上にわたり、地方の公共交通を支える雇用

税が、３つの郡の都市交通局と、ユージンではレーン郡都市交通地区により課せられて

いる。法令上限の 0．6％を超えなければ、地域の税率調整は州の法律で許されており、

ポートランドとユージンはこの最高限度での課税をしている。税金は 1970年からポート

ランドの雇用者に対して導入され、自営業者には 1982年から税金の支払義務が課されて

いる。税金は交通地区内の雇用者（自営業を含む）により、４半期ごとに納付される。

法律により州政府の被雇用者は、課税対象からからはずされているものの、オレゴン州

の地区で働く被雇用者の賃金総額にみあった金額を州政府が納めている。州の歳入局は

税金を徴収し管理する。税収入は、徴収費用を差し引かれて、交通局に回される。 

 2001年会計年度で、雇用税は 1億 5160万ドルになり、これは 3つの郡における運営

予算の 56％におよぶ。運賃収入は 5170万ドルになり、他の収入は 5900万ドル、利子収

入 840万ドル、州のタバコ税が 150万ドルである。 

  

他地域での雇用税の実例 

 アメリカにおける他地域で、本格的な雇用税はケンタッキー、インディアナ、ワシン

トン州においてみいだされる。 

 ルイスビルとジェファーソン郡、ケンタッキーでは、0．2％の「雇用税」が 1974 年

11 月に決議され、１月１日から、リヴァーシティーの交通局（TARC）が支出する資本



および運営のためのマッチング資金として導入された。税金からの収入は公共交通ファ

ンド（MTTF）に投入される。交通システムの運営経費の 73％を税金がまかない、2000

年のMTTFの場合、約 3200万ドルに達した。結果的には、TARCの 0．75ドルという

初乗り料金水準はアメリカでは最低レベルである（ルイスビル市 2000 年、パティソン

1999 年）。市では最近、鉄道建設のために連邦資金を希望している。必要な資金の 10％

にあたり、雇用税の 0．05％割増を提案している。ケンタッキーでも同様に、ブーン、ケ

ントン、キャムベル地区では北ケンタッキー（南シンシナチ）交通局の資金に雇用税を

振り向けている。 

 シンシナチ、オハイオでは、市内の全労働者に賦課される所得税の 0．3％を南西オハ

イオ地域交通局（SORTA）の資金にしている。税金は、シンシナチ交通バスシステムを

購入するために増税が議決された 1973年から課税された。これにより 867,000人の地域

民が利用する地下鉄と、SORTA のバス部門の２つが設立された。1997 年には運営経費

の 54％をまかなう税金は 3030万ドルである。 

 インディアナのラファイエットと南ベンドの交通会社は、地方税収より部分的に資金

を得ている。レイク郡も、雇用者と被雇用者の折半で、一月あたり一被雇用者につき１

ドル、までの雇用税の採用を認められている。これは比較的少額で受益者負担原理の例

というより、広く薄い負担といえるかもしれない。 

 ワシントン州は多くの、事業税と雇用税、事業免許税を課しているが、これらは総収

入、事業種類、従業員数、事業所面積等をベースにしている。これらはよくある一般財

源であるが、３０の都市では割り増し税率分を、ピーク時の混雑防止策の資金に充てて

いる。例えば、被雇用者１人あたり２ドルの雇用税が大量輸送プロジェクトや HOVレー

ン、通勤鉄道、バンプールなどに充当される。交通需要マネージメントに参加している

雇用者は、課税を免除されている。 

  

学生への付加的課金：カリフォルニア、カリフォルニア大学バークレー校 

 カリフォルニア大学バークレー校では、地方交通管理局 AC Transit が増収を利用し

た学生用の安価で快適な乗車プログラムを模索していた。大学と提携することで、学生

登録、授業料の一部を通学定期に補助するという形で、これは実現した。学生が負担す

る付加的課金は、月間の成人の定期券（４５ドル）より安い。そのかわり、バークレー

の学生全員が学期ごとに１８ドルの登録料を課されることになっていて、そのなかから、

AC Transit が１０ドルを受け取り、大学の駐車場と運営費に 2 ドルが支出され、カリ

フォルニア大学の財務援助に６ドルが支出される。 

 方策は学生の特別投票で決定され、結果は８８％の賛成であった。課金は 1999年初頭

に導入された。同時に、AC Transit は運営資金（３万人の学生を基準にして）を年間

で約６00 万ドル受け取っている。付け加えると、AC Transi は大学から、トランスベ

イ路線を使う学生の分として、（決まった）金額を受け取っている。 

学生への付加的課金：ウィスコンシン大学ミルウォ―キー校とマークェット大学、 

 バークレーでの付加的課金と同様な方法で、ミルウォ―キー郡 Transit（MCTS）は、

ウィスコンシン大学ミルウォ―キー校とマークェット大学と契約している。これにより、

大学はMCTSに、学生 1人あたり２９ドルを学期ごとに支払い、サービスを受ける全学

生は、無料でバスを利用できる。プログラムは UPASSと呼ばれている。大学から前払い

で収入を受け取れ、システムを利用する学生が増えれば追加料金が生じることになるに

も関わらず、収入に対する影響は軽微である。本質的に、MCTS は、自動車利用の増加

や、大学周辺と学内での駐車難と混雑の激化、学生の自動車増加と公共の追加資金投入

といった諸問題を避けつつ地域との連携を強化するという道を見出したことになる。 

 

雇用税：結論 

総合的に、公共交通の資金のために、雇用税を別途供給する方法はたくさんある。代

表的な場合、税収の一部が提供される。しかし、税金からの収入は経済の悪化に伴い、

落ち込む傾向にある。それは同時に、公共交通に補助がもっとも必要な時である。 

 雇用税はまた進化するものであり、相対的に公平なものである。交通効率が上がるこ

とや労働力の豊富さから雇用者が利益を得られるように、公共交通の改善のために歳入

が使われる時は直接的な費用と便益の関係が生じている。しかし、雇用税が、税金のが

れのために、公共交通とつながっていない地域に会社を移転させるように仕向けてしま

う危険性がある。もし、収入が有効に使われるのなら、雇用者にとっての価値がコスト

を上回れることになるので、こうした難点は表面化しない。しかし、資金が非効率に使

われ、雇用者や従業員に十分な利益をもたらさないのであれば、会社の移転はおおいに

考えられる。例えば、もし、LETｓの歳入が、高価なわりにはあまり支援されてえない

計画の資金にされたり、被雇用者でない者のための料金を減額するために使われるのな

ら、会社の移転も想定される。 
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